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固定残業代のトラブルが増えています 
厚生労働省からの文章を要約しました。 

再点検しましょう。 

 

固定残業代（みなし残業）とは、残業代があらかじ

め固定給に含まれている労働契約の事を言います。

会社側からしてみれば、固定残業代で残業代は支払

っているという認識になっているでしょうが、従業

員からしてみれば「いくら残業しても給料は変わら

ない」そのようなイメージが固定残業代にはあるの

ではないでしょうか。  

しかし、固定残業代が認められるには厳しい条件が

あり、以下の項目を満たしていなければなりません。 

 

◎ 従業員へ周知の義務 

まず、固定残業代で給与換算していることを会社は

従業員に知らせる必要があります。これは、口頭で

「残業しても固定残業代だから」と、説明するだけ

ではなく、就業規則などの書面できちんと周知させ

る必要があります。 

  

◎固定残業代と残業時間を明確に記載する必要 

また、固定残業は金額と時間を明確に記載する必要

があります。例えば「月給 25 万円(固定残業代を含

む)」だけでは、いくら分が固定残業代なのか？それ

は何時間分の残業なのか？ということが分かりませ

ん。  

そこで固定残業代では、具体的に固定残業代の金額

と残業時間を明記する必要があります。例えば「月

給 25 万円(45 時間分の固定残業代 5 万円を含む)」

というような形です。 

 

 ◎みなし時間と実労働時間の関係性 

また、みなし時間(固定残業時間)が実際の労働時間よ

りも少なかった場合、多かった場合は以下のような

給与換算になります。  

▶みなし時間が実労働時間より多い場合 

あらかじめみなし時間として定められた時間に満た

なかった場合、固定残業代として定められた金額は

全額支払う必要性があります。ですから残業時間が

少ない月があったからと言って、固定残業代を減ら

すことはできません。 

 

▶みなし時間が実労働時間より少ない場合 

一方で、みなし時間を実際の残業時間が超えた場合、

追加で残業代を支払う必要性があります。つまり、

固定残業代を払っているからと言って、いくらでも 

 

残業していいことはなく、みなし残業時間を超えた

のであれば、別途残業代を支払う義務が生じてきま

す。 

★∥☆∥★∥☆∥★∥☆∥★∥☆∥★∥☆∥★∥☆∥★∥ 

 

全機工連関東ブロック会議で 

BCP勉強会開催 

全機工連関東ブロック会議(ブロック長 関谷隆雄

＝東機工副理事長)は３月７日(火)機械工具会館にお

いて会議を開催し、BCP 対策に実際に取組んだアー

ルシーソリューション株式会社 代表取締役 栗山

章氏をお招きして勉強会を開催しました。 

講師の栗山章氏は「BCP は立案するだけではなく、

いかに実行できるかが重要」策定について「経営者

が自ら先頭に立つことや社員の理解が必要だ」と強

調しました。運用については、実施の担当者を立て

ることや、社員に見えるようにすること、計画の見

直しを行うことなどが必要とご経験を生かしたお話

をされました。 

 
 

講師の栗山章氏 

 

出席者 

茨城機工会、千葉機工会、東京都機械工具商業協同

組合、東京西部機械工具商業協同組合、 

神奈川県機械器具機材商業協同組合、新潟機工会、 

長岡機工会、長野機工会 

 

★∥☆∥★∥☆∥★∥☆∥★∥☆∥★∥☆∥★∥☆∥★∥ 

 

もうすぐ東京中が桜の季節になります。 
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支部行事報告 
【蒲田支部】 

 ６５周年記念式典   

平成 29 年 3 月 4 日（土）プラザ・アペアにて、

蒲田支部 65 周年記念式典を開催致しました。今回

の式典へは、これまで蒲田支部の歴史に多くの功績

を残された大先輩の方々、東機工本部から小川理事

長、一條事務局長、さらには現役会員の奥様方も含

め、26 社総勢 49 名のご出席で行われました。 

片桐副支部長の司会により開宴。第一部の柳亭左

龍師匠による落語では、壷算という我々にとって身

近な商売の演目ということもあり、場内は笑いにつ

つまれました。そして第二部の 65 周年式典の祝賀

会へと進み、元東機工理事長の武田都雄様による乾

杯のご発声にて式典が始まりました。その直後、芸

者の方々が登場。行列をなし威勢の良い「木遣り唄」

とともに会場内をねり歩き祝賀ムードが一気に高ま

りました。石井支部長の挨拶に続き、小川理事長か

らもご祝辞を頂きました。しばし美味しい料理とお

酒を楽しみながら歓談、芸者さんの踊りや即席のお

座敷遊びの余興もあり、式典は大いに盛り上がりを

見せました。 

中締めの挨拶に立った添原相談役からは、若い力

が育ってきているので、未来に向けてしっかりと歩

んでほしいとの期待を込めたメッセージを頂き、宴

たけなわの中お開きとなりました。  

総務副部長 添原章弘 

 

 
出席者全員で記念写真 

 

     
 

場を盛り上げていただきました   武田都雄様による乾杯 

 

 

★∥☆∥★∥☆∥★∥☆∥★∥☆∥★∥☆∥★∥☆∥★∥ 

 

 

➡ちょっと歴史を振返る……           

 

1910 年 東京機械金物商組合設立 

（東機工の前身） 

1947 年 東京都機械工具商業協同組合設立 

1950 年 千代田支部、港支部、江東支部発足 

1951 年 台東支部、城南支部発足 

1953 年 蒲田支部発足 

1995 年 中央支部発足(京橋支部、日本橋支部合併) 

2007 年 北支部発足（城北支部、京北支部合併） 

 

※東機工 100 周年記念誌から抜粋 

★∥☆∥★∥☆∥★∥☆∥★∥☆∥★∥☆∥★∥☆∥★∥ 

 

今後の主な行事 

 
4/  5(水)18:30 青年部会幹事会 組合会議室 

4/  6(木)17:30 正副理事長会  組合会議室 

4/  6(木)18:30 賛助会員幹事会 機械工具会館 

4/ 11(火)16:00 全機工連広報委員会 組合会議室 

4/ 20(木)13:30 監事会         組合会議室 

4/ 26(水)18:30 決算理事会     機械工具会館 

5/ 11(木)18:30 正副理事長会  組合会議室 

5/ 25(木)18:00 東機工第 71 回通常総会  

機械工具会館 

5/ 30(火)18:30 情報推進委員会 組合会議室 

 

 

5月 25日(木)は東機工第 71回通常総会です。 

 

場 所 機械工具会館６階ホール 

 

議 題 通常総会提出議案審議の件 

（１）平成２８年度事業報告並びに決算報告

の件 

（２）平成２９年度事業計画、予算案並びに

経費の賦課及び徴収方法決定の件 

（３）平成２９年度借入金残高の最高限度決

定の件 

（４）役員報酬決定の件 

（５）平成２９年度加入金額決定の件 

（６）定款一部変更の件 

（７）定款変更許可申請における字句の一部

修正委任の件 

（８）その他 

 

5月 10日までに招集通知をお届けします。多くの方々

の出席をお願いいたします。 

★∥☆∥★∥☆∥★∥☆∥★∥☆∥★∥☆∥★∥☆∥★∥ 

 

事務局人事 

退職 東城光信 平成 29 年 3 月 31 日 

 

少しの間事務局が 1 名となります。ご迷惑をお掛け

しますがご容赦ください。 
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